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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会計処理を行い、当該会計処理を識別する識別情報を含む会計記録を発行する会計シス
テムと通信可能なネットワークカメラシステムであって、
　前記会計システムによる会計処理に係る動画を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段により撮影された会計処理に係る動画のうち、所定の方向に動く動体オブ
ジェクトを検知したシーンを、金銭授受が行われたシーンとして特定し、当該特定された
シーンを静止画として取得する静止画取得手段と、
　前記静止画取得手段により取得された静止画を、当該静止画が取得された動画に係る会
計処理を識別する識別情報と対応付けて管理する管理手段と、
　を備えることを特徴とするネットワークカメラシステム。
【請求項２】
　会計処理を行い、当該会計処理を識別する識別情報を含む会計記録を発行する会計シス
テムと通信可能なネットワークカメラシステムであって、
　前記会計システムによる会計処理に係る動画を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段により撮影された会計処理に係る動画のうち、撮影領域内の検知ラインを
動体オブジェクトが通過したシーンを、金銭授受が行われたシーンとして特定し、当該特
定されたシーンを静止画として取得する静止画取得手段と、
　前記静止画取得手段により取得された静止画を、当該静止画が取得された動画に係る会
計処理を識別する識別情報と対応付けて管理する管理手段と、
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　を備えることを特徴とするネットワークカメラシステム。
【請求項３】
　前記静止画取得手段は、さらに、予め登録された画像データと類似する画像が撮影され
たシーンに係る静止画を取得することを特徴とする請求項１または２に記載のネットワー
クカメラシステム。
【請求項４】
　前記静止画取得手段は、さらに、前記静止画取得手段取得された静止画に係るシーンの
前後のシーンについても、静止画を取得することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載のネットワークカメラシステム。
【請求項５】
　前記会計システムから会計処理が開始または終了した旨の通知を取得する取得手段をさ
らに備え、
　前記管理手段は、さらに、前記取得手段により取得した開始または終了した旨の通知に
基づき、前記撮影手段により撮影された動画を区切ることで、会計処理単位の動画として
管理することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のネットワークカメラシ
ステム。
【請求項６】
　前記取得手段は、さらに、前記会計システムから会計記録を発行した旨の通知を取得す
ることを特徴とし、
　前記管理手段は、さらに、前記取得手段により取得した会計処理の開始または終了から
会計記録の発行までの動画を１ファイルとして管理することを特徴とする請求項５に記載
のネットワークカメラシステム。
【請求項７】
　会計処理を行い、当該会計処理を識別する識別情報を含む会計記録を発行する会計シス
テムと通信可能なネットワークカメラシステムにおける情報処理方法であって、
　撮影手段が、前記会計システムによる会計処理に係る動画を撮影する撮影工程と、
　静止画取得手段が、前記撮影工程により撮影された会計処理に係る動画のうち、所定の
方向に動く動体オブジェクトを検知したシーンを、金銭授受が行われたシーンとして特定
し、当該特定されたシーンを静止画として取得する静止画取得工程と、
　管理手段が、前記静止画取得工程により取得された静止画を、当該静止画が取得された
動画に係る会計処理を識別する識別情報と対応付けて管理する管理工程と、
　を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　会計処理を行い、当該会計処理を識別する識別情報を含む会計記録を発行する会計シス
テムと通信可能なネットワークカメラシステムにおける情報処理方法であって、
　撮影手段が、前記会計システムによる会計処理に係る動画を撮影する撮影工程と、
　静止画取得手段が、前記撮影工程により撮影された会計処理に係る動画のうち、撮影領
域内の検知ラインを動体オブジェクトが通過したシーンを、金銭授受が行われたシーンと
して特定し、当該特定されたシーンを静止画として取得する静止画取得工程と、
　管理手段が、前記静止画取得工程により取得された静止画を、当該静止画が取得された
動画に係る会計処理を識別する識別情報と対応付けて管理する管理工程と、
　を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
　会計処理を行い、当該会計処理を識別する識別情報を含む会計記録を発行する会計シス
テムと通信可能なネットワークカメラシステムを、
　前記会計システムによる会計処理に係る動画を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段により撮影された会計処理に係る動画のうち、所定の方向に動く動体オブ
ジェクトを検知したシーンを、金銭授受が行われたシーンとして特定し、当該特定された
シーンを静止画として取得する静止画取得手段と、
　前記静止画取得手段により取得された静止画を、当該静止画が取得された動画に係る会
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計処理を識別する識別情報と対応付けて管理する管理手段として機能させるためのプログ
ラム。
【請求項１０】
　会計処理を行い、当該会計処理を識別する識別情報を含む会計記録を発行する会計シス
テムと通信可能なネットワークカメラシステムを、
　前記会計システムによる会計処理に係る動画を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段により撮影された会計処理に係る動画のうち、撮影領域内の検知ラインを
動体オブジェクトが通過したシーンを、金銭授受が行われたシーンとして特定し、当該特
定されたシーンを静止画として取得する静止画取得手段と、
　前記静止画取得手段により取得された静止画を、当該静止画が取得された動画に係る会
計処理を識別する識別情報と対応付けて管理する管理手段として機能させるためのプログ
ラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークカメラシステム、情報処理方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、防犯上の目的や、トラブル回避等を目的として、店内に監視カメラを設置し、店
内の様子を撮影することが行われている。
【０００３】
　特に、防犯上の目的の場合、お店の入口や、レジ周りを重点的に撮影できるよう、設定
されている。
【０００４】
　特許文献１には、レジの金額表示部にカメラを備え、合計金額が表示されたタイミング
で取引客を撮影する技術について記載がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－９９８２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の通り、小売店においてはレジ周りにおけるトラブルが多く、例えば客が支払った
金額を誤って認識しお釣り金額を間違えたといったトラブルもある。
【０００７】
　このようなトラブルを解決するためには、店と客との間でどのようなやり取り（金銭の
授受）があったのかを確認する必要がある。
【０００８】
　他方で、監視カメラで撮影した映像を全て記録し保存しておくのは、データ容量も膨大
となり、現実的ではない。そのため、トラブル解決にとって不要なデータは残さず、必要
なデータのみを残しておくことが望まれる。
【０００９】
　そこで、本発明では、レジにおける金銭授受の様子を記録し、かつ当該記録のデータ量
を低減させることができる仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のネットワークカメラシステムは、動画を撮影する撮影手段と、レジ端末により
レシート発行がされた通知を取得する取得手段と、前記撮影手段により撮影された動画を
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、前記取得手段により取得した通知に基づき区切ることで動画データを作成する作成手段
と、前記レシート発行にかかる会計処理と、前記作成手段により作成された動画データと
を対応付けて記憶する記憶手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、ネットワークカメラシステムにおける情報処理方法であって、前記ネ
ットワークカメラシステムの撮影手段が、動画を撮影する撮影工程と、前記ネットワーク
カメラシステムの取得手段が、レジ端末によりレシート発行がされた通知を取得する取得
工程と、前記ネットワークカメラシステムの作成手段が、前記撮影工程により撮影された
動画を、前記取得工程により取得した通知に基づき区切ることで動画データを作成する作
成工程と、前記ネットワークカメラシステムの記憶手段が、前記レシート発行にかかる会
計処理と、前記作成行程により作成された動画データとを対応付けて記憶する記憶工程と
、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、ネットワークカメラシステムにおいて実行可能なプログラムであって
、前記ネットワークカメラシステムを、動画を撮影する撮影手段と、レジ端末によりレシ
ート発行がされた通知を取得する取得手段と、前記撮影手段により撮影された動画を、前
記取得手段により取得した通知に基づき区切ることで動画データを作成する作成手段と、
前記レシート発行にかかる会計処理と、前記作成手段により作成された動画データとを対
応付けて記憶する記憶手段として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、レジにおける金銭授受の様子を記録し、かつ当該記録のデータ量を低
減させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の情報処理システムの構成の一例を示す図
【図２】レジ端末１０１、表示端末１０３のハードウエア構成の一例を示す図
【図３】ネットワークカメラ１０２のハードウエア構成の一例を示す図
【図４】動画抽出、保存処理の一例を示すフローチャート
【図５】静止画取得処理の一例を示すフローチャート
【図６】動画・静止画表示処理の一例を示すフローチャート
【図７】第２の実施形態における動画、静止画の保存処理を示すフローチャート
【図８】表示端末に動画・静止画が表示されたイメージを示す図
【図９】店舗における代金支払いの様子を表す図
【図１０】静止画取得条件の一例を説明する図
【図１１】レジ端末におけるイベントが登録されたテーブルの一例
【図１２】動画ファイル、静止画ファイルと識別情報が対応付けて登録されたテーブルの
一例
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１を用いて、本発明の情報処理システムの概要を説明する。
【００１６】
　本発明の情報処理システムは、レジ端末１０１とネットワークカメラ１０２（撮像装置
）と、表示端末１０３とを含む構成であり、レジ端末１０１とネットワークカメラ１０２
とが通信可能に接続され、ネットワークカメラ１０２と表示端末１０３とが通信可能に接
続されている。
【００１７】
　ネットワークカメラ１０２において撮影された動画や静止画については、ネットワーク
カメラ１０２が備える記憶領域に記憶されても良いし、外部の記憶装置に記憶するよう制
御してもよい。外部の記憶装置に記憶する場合は、ネットワークカメラ１０２と当該記憶
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装置とが通信可能に接続され、当該記憶装置に記憶された動画や静止画が表示端末１０３
に表示される。
【００１８】
　このように、動画撮影機能を備えるネットワークカメラ１０２と、記憶手段や動画の編
集・分析等を行う機能を備える情報処理装置（不図示）を含むシステムを、ネットワーク
カメラシステムと呼ぶものとする。
【００１９】
　次に、図２を用いて、図１に示したレジ端末１０１、表示端末１０３のハードウエア構
成の一例について説明する。
【００２０】
　図２において、２０１はＣＰＵで、システムバス２０４に接続される各デバイスやコン
トローラを統括的に制御する。また、ＲＯＭ２０３あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰ
Ｕ２０１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ
　Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或
いは各ＰＣの実行する機能を実現するために必要な各種プログラム等が記憶されている。
【００２１】
　２０２はＲＡＭで、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ
２０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０３あるいは外部メモリ２
１１からＲＡＭ２０２にロードして、該ロードしたプログラムを実行することで各種動作
を実現するものである。
【００２２】
　また、２０５は入力コントローラで、入力装置２０９等からの入力を制御する。２０６
はビデオコントローラで、液晶ディスプレイ等のディスプレイ装置２１０への表示を制御
する。なお、ディスプレイ装置は、液晶ディスプレイに限られず、ＣＲＴディスプレイな
どであっても良い。これらは必要に応じてクライアントが使用するものである。
【００２３】
　２０７はメモリコントローラで、ブートプログラム，各種のアプリケーション，フォン
トデータ，ユーザファイル，編集ファイル，各種データ等を記憶するハードディスク（Ｈ
Ｄ）や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、或いはＰＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタ
を介して接続されるコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の外部メモリ２１１への
アクセスを制御する。
【００２４】
　２０８は通信Ｉ／Ｆコントローラで、ネットワーク（例えば、図１に示したＬＡＮ４０
０）を介して外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実
行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通信等が可能である。
【００２５】
　なお、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０２内の表示情報用領域へアウトラインフォン
トの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ装置２１０上での表
示を可能としている。また、ＣＰＵ２０１は、ディスプレイ装置２１０上の不図示のマウ
スカーソル等でのユーザ指示を可能とする。
【００２６】
　ハードウエア上で動作する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されており、必
要に応じてＲＡＭ２０２にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行されるもの
である。
【００２７】
　プリンタコントローラ２１２は、サーマルドットライン方式プリンタ２１３等の印刷機
を制御する。
【００２８】
　スキャナコントローラ２１４は、スキャナ２１５等の識別器を制御する。
【００２９】
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　なお、全ての装置がこれらの構成を備えているわけではなく、必要なものを備えていれ
ばよい。
【００３０】
　次に、図３を用いて、図１に示したネットワークカメラ１０２のハードウエア構成の一
例について説明する。
【００３１】
　図３において、ネットワークカメラ１０２は、いわゆるデジタルビデオカメラ等から成
り、撮影用のレンズ３０１、撮像素子（以下、「ＣＣＤ」と称する）３０２、アナログ－
デジタルコンバータ（以下、「ＡＤＣ」と称する）３０３、画像処理部３０４、コントロ
ーラ３１０、バッファメモリ３１１、フラッシュＲＯＭ３１２（記憶手段）、インターフ
ェース回路（以下、「Ｉ／Ｆ回路」と称する）３１３、カードホルダ３１４、メモリーカ
ード３１５（記憶手段）、ディスプレイドライバ３１６、ＵＳＢドライバ３１８、および
操作部３２０を備える。
【００３２】
　ネットワークカメラ１０２は、撮影ボタン３２３（シャッターボタン）の押下に応じて
、画像を生成するものである。なお、本実施形態では、撮影ボタン３２３（シャッターボ
タン）の押下に従って撮影するように構成するが、撮影ボタン３２３（シャッターボタン
）がなく、タッチパネル上で、ユーザから撮影指示がされた場合に撮影するようにするこ
とも可能である。
【００３３】
　レンズ３０１は、対物レンズ、ズームレンズ、およびフォーカスレンズなどで構成され
る。ズームレンズおよびフォーカスレンズについては、不図示の駆動機構により光軸方向
へ駆動される。ＣＣＤ３０２は、レンズ３０１を介して入射される光学画像を結像し、電
気信号（アナログ信号）に変換して出力するＣＣＤイメージセンサで構成される。ＡＤＣ
３０３は、ＣＣＤ３０２から出力される電気信号（アナログ信号）をデジタル信号に変換
する機能を有する。
【００３４】
　画像処理部３０４は、前処理部３０５、ＹＣ処理部３０６、電子ズーム処理部３０７、
圧縮部３０８、および伸長部３０９を備え、ＡＤＣ３０３から出力されるデジタル信号か
ら画像データを生成し、各種画像処理を行う機能を有する。
【００３５】
　前処理部３０５は、入力される画像データに基づく画像のホワイトバランスを調整する
ホワイトバランス処理や画像のガンマ補正処理を行う機能を有する。ホワイトバランス処
理は、画像の色合いを、実物の色合いに近くなるように調整したり、光源（蛍光灯や太陽
光など）に合った適正な色に調整したりする処理である。ガンマ補正処理は、画像のコン
トラストを調整する処理である。なお、前処理部３０５は、ホワイトバランス処理および
ガンマ補正処理以外の画像処理を実行することも可能である。
【００３６】
　ＹＣ処理部３０６は、入力される画像データに基づく画像を、輝度情報「Ｙ」と、輝度
信号と青色の色差情報「Ｃｂ」と、輝度信号と赤色の色差情報「Ｃｒ」とに分離する機能
を有する。電子ズーム処理部３０７は、画像の一部（例えば中央部）を所定の大きさでト
リミングし、トリミングした画像を信号処理で元画像の大きさに拡大する機能を有する。
電子ズーム処理部３０７は、例えば、撮影された１６００×１２００ドットの画像から中
央の１０２４×７６８ドットの画像を切り出し、データ補間を行いながら１６００×１２
００ドットのサイズに拡大することができる。
【００３７】
　圧縮部３０８は、画像データをＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅ
ｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）方式などの圧縮形式によって圧縮する機能を有する。伸長部３
０９は、圧縮されている画像データを伸長する機能を有する。例えば、画像データをＪＰ
ＥＧ方式で圧縮する場合、まず、画像データの高周波成分と低周波成分の割合を数値化す
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る離散コサイン変換処理が行われる（ＤＣＴ処理）。次に、画像の階調やグラデーション
を表現する段階を数値（量子化ビット数）で表現する量子化処理が行われる。最後に、ハ
フマン符号化処理で画像データが圧縮される。具体的には、画像データの信号文字列が一
定のビット毎に区切られ、出現頻度が高い文字列に対してより短い符号が与えてられてゆ
く。なお、圧縮処理を行わないで画像データを記録する方式の場合は、圧縮部３０８およ
び伸長部３０９を省略することができる。また、画像データの圧縮形式は、ＪＰＥＧ方式
に限らず、ＧＩＦ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ）形式
などであっても、同様に処理を行うことができる。
【００３８】
　コントローラ３１０は、画像処理部３０４、バッファメモリ３１１、フラッシュＲＯＭ
３１２、Ｉ／Ｆ回路３１３、ディスプレイドライバ３１６、ＵＳＢドライバ３１８、およ
び操作部３２０に接続されている。また、コントローラ３１０は、機能的な構成として、
操作部３２０からの入力信号に応じて各部を動作制御するための制御信号を出力する制御
部（不図示）と、ユーザに関する認証を行う認証部（不図示）とを備える。
【００３９】
　バッファメモリ３１１には、画像処理部３０４において画像処理が行われる際に、一時
的に画像データが保存される。フラッシュＲＯＭ３１２には、ネットワークカメラ１０２
の各種設定情報が保存される。Ｉ／Ｆ回路３１３は、コントローラ３１０から出力される
画像データを、メモリーカード３１５に記録可能なデータ形式に変換する。また、Ｉ／Ｆ
回路３１３は、メモリーカード３１５から読み出された画像データ等を、コントローラ３
１０で処理可能なデータ形式に変換する。
【００４０】
　カードホルダ３１４は、記憶媒体であるメモリーカード３１５をネットワークカメラ１
０２に着脱可能にする機構を備えると共に、メモリーカード３１５との間でデータ通信が
可能な電気接点を備える。また、カードホルダ３１４は、ネットワークカメラ１０２で利
用される記憶媒体の種類に応じた構造を有する。メモリーカード３１５は、フラッシュメ
モリなどの半導体記憶素子を内蔵し、カードホルダ３１４に着脱可能なカード型の記憶媒
体である。メモリーカード３１５には、ネットワークカメラ１０２で撮影された画像デー
タを記録することができる。尚、本実施例ではネットワークカメラ１０２のみの構成とし
て説明をするが、ネットワークカメラ１０２と通信可能な情報処理装置等に備えられた記
憶手段をメモリーカード３１５の代わりとしてもよい。ネットワークカメラ１０２と情報
処理装置との通信方法は特に問わない。有線でも無線でもよい。この場合、ネットワーク
カメラ１０２が通信インターフェースコントローラを備え、通信インターフェースコント
ローラを通じて情報処理装置と通信する。
【００４１】
　ディスプレイドライバ３１６は、コントローラ３１０から出力される画像データを液晶
ディスプレイ３１７で表示可能な信号に変換する。具体的には、ディスプレイドライバ３
１６は、コントローラ３１０から出力されるデジタルの画像データをアナログ画像信号に
変換する処理を行い、次に画像サイズを液晶ディスプレイ３１７の表示可能エリアのサイ
ズに適したサイズに変換する処理を行う。
【００４２】
　操作部３２０は、電源スイッチ３２１、モードダイヤル３２２、撮影ボタン３２３（シ
ャッターボタン）、カーソルキー３２４、ズームボタン３２５、および閲覧（再生）ボタ
ン３２６を備え、ユーザからの操作入力を受け付けて、操作内容に応じた信号をコントロ
ーラ３１０に出力する。なお、操作部３２０には、図示の操作ボタン以外の操作ボタン類
も含まれるが、それらの説明は省略する。
【００４３】
　モードダイヤル３２２は、撮影動作のモードを切り替えるための回転可能なダイヤルで
ある。ユーザはモードダイヤル３２２を回転操作することで、メモリーカード３１５に保
存された画像データに対してアクセス制限を行うことが可能な管理者モードや管理者モー
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ド以外の撮影動作モードを含む複数の撮影動作モードを選択することが可能である。
【００４４】
　管理者モード以外の撮影動作モードとは、例えば、予めネットワークカメラ１０２が保
持している撮影設定（ホワイトバランスやシャッタースピード等）をユーザに選択しやす
く表したＡｕｔｏモードや夜景モード、或いはユーザが任意に撮影設定を設定することが
できるマニュアルモードなどである。
【００４５】
　閲覧ボタン３２６は、撮影した画像データを閲覧する閲覧モード（画像再生モード）に
切り替えるためのボタンである。閲覧ボタン３２６が押下されると、撮影モードから閲覧
モードに移行する。なお、閲覧モードへの切替方法については、閲覧ボタン３２６の押下
に限定されず、液晶ディスプレイ３１７上のタッチパネル（不図示）などによる移行方法
であってもよい。
【００４６】
　閲覧モードでは、コントローラ３１０が、Ｉ／Ｆ回路３１３を介して、カードホルダ３
１４に装着されているメモリーカード３１５から設定情報と画像データを読み出す。設定
情報は、現在装着されているメモリーカード３１５に記録されている画像の枚数および記
録されている画像データの容量などである。読み出される画像データは、例えば、画像１
枚分の画像データまたはサムネイルデータである。なお、メモリーカード３１５から読み
出される画像データは、上述したように所定の圧縮形式で圧縮されている。
【００４７】
　メモリーカード３１５から読み出された画像データは、Ｉ／Ｆ回路３１３およびコント
ローラ３１０を介して、ディスプレイドライバ３１６へ入力される。ディスプレイドライ
バ３１６は、入力された画像データを液晶ディスプレイ３１７に表示させる。
【００４８】
　カーソルキー３２４は、ユーザが撮影装置に対する所定の指示や機能選択を行うための
キーである。ユーザは、カーソルキー３２４により、ネットワークカメラ１０２に対する
各種設定情報やユーザ認証情報などの操作入力を行うことができる。また、カーソルキー
３２４により、液晶ディスプレイ３１７にメニュー画面を表示させたり、ネットワークカ
メラ１０２が有する所定の機能を選択させたりすることができる。
　次に図４を用いて、動画抽出処理について説明する。
【００４９】
　なお、図４のフローチャートに示す処理のうちステップＳ４０１～Ｓ４０３は、レジ端
末１０１のＣＰＵ２０１が所定の制御プログラムを読み出して実行する処理であり、ステ
ップＳ４０４からＳ４０６は、ネットワークカメラ１０２のコントローラ３１０が所定の
制御プログラムを読み出して実行する処理である。
【００５０】
　ステップＳ４０１では、レジ端末１０１のＣＰＵ２０１は、会計処理を行う。具体的に
は、商品に付されたバーコードなどを読み取り商品の金額を取得する処理などである。
【００５１】
　ステップＳ４０２では、レジ端末１０１のＣＰＵ２０１は、最後の商品の会計処理が終
了し、支払い方法が確定すると、レシート発行の指示を受け付け、レシートの発行をする
。
【００５２】
　この際、レシートには、当該レシートにかかる会計処理を識別するための情報が印字さ
れるものとする。具体的には、識別番号や、バーコード、二次元コード等により識別情報
を記載する。
【００５３】
　ステップＳ４０３では、レジ端末１０１のＣＰＵ２０１は、レシートを発行した旨の通
知をネットワークカメラ１０２に対して送信する。
【００５４】
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　ここで送信される通知には、上記レシートに記載される識別情報、ステップＳ４０１に
おける会計処理の終了時刻、ステップＳ４０２におけるレシート発行の時刻などの情報が
含まれる。会計処理の終了時刻は、最後の商品の会計処理（レシート発行時から遡って直
近の会計処理）を行った時刻により特定することが可能である。
【００５５】
　ステップＳ４０４では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ４０３でレジ端末１
０１から送信された通知を受信する。
【００５６】
　ステップＳ４０５では、ネットワークカメラ１０２は、ネットワークカメラ１０２によ
り撮影された動画のうち、ステップＳ４０４で受信した会計処理の終了時刻からレシート
発行の時刻までを１つの動画ファイルとして抽出する。なお、ネットワークカメラ１０２
は、常に動画を撮影いるものとし、ステップＳ４０５においては、当該撮影された動画の
うち、記録として残すべき動画を抽出する処理である。
【００５７】
　本実施形態では、会計処理の終了時刻からレシート発行の時刻までを１つの動画ファイ
ルとして抽出したが、会計処理の開始時刻からレシート発行の時刻までを１つの動画ファ
イルとして抽出してもよい。
【００５８】
　ステップＳ４０６では、ステップＳ４０５で抽出した動画ファイルと、ステップＳ４０
４で受信した識別情報とを対応付けて保存する。対応付けて保存されたデータの一例を図
１２に示す。
【００５９】
　なお、本実施形態においては、動画ファイルと識別情報とをネットワークカメラ１０２
に保存するよう説明したが、ネットワークカメラ１０２と通信可能に接続された外部記憶
装置に保存しても良い。
　そして、本フローチャートの処理を終了する。
【００６０】
　なお、本実施形態においては、ネットワークカメラ１０２が動画抽出、保存処理を実行
するよう説明したが、ネットワークカメラ１０２により撮影された動画に対する編集や分
析をする機能を備える情報処理装置（不図示）により処理してもよい。
【００６１】
　次に、図５を用いて、ネットワークカメラ１０２が実行する静止画取得処理について説
明する。
【００６２】
　ステップＳ５０１では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ４０６で保存された
動画データを取得する。
【００６３】
　ステップＳ５０２では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ５０１で取得した動
画に含まれるシーンについて、所定の静止画取得条件を満たすかを判断する。
【００６４】
　所定の条件を満たすシーンである場合（ステップＳ５０２：ＹＥＳ）は、処理をステッ
プＳ５０３に移行する。
【００６５】
　所定の条件を満たさないシーンである場合（ステップＳ５０２：ＮＯ）は、処理をステ
ップＳ５０４に移行する。
【００６６】
　ステップＳ５０３では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ５０２で所定の条件
を満たすシーンであると判定されたシーンについて、静止画として取得し、保存する。こ
の際、動画データに対応付けられた識別番号を当該シーンにも対応付けて保存する。対応
付けて保存したデータの一例を図１２に示す。
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【００６７】
　ステップＳ５０４では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ５０１で取得した動
画の全てのシーンについて、ステップＳ５０２の判定処理を実行したかを判断する。
【００６８】
　すべてのシーンについて処理を実行した場合（ステップＳ５０４：ＹＥＳ）は、本フロ
ーチャートに示す処理を終了する。
【００６９】
　処理を実行していないシーンが残っている場合（ステップＳ５０４：ＮＯ）は、処理を
ステップＳ５０２に移行する。
【００７０】
　なお、本実施形態においては、ネットワークカメラ１０２が静止画取得処理を実行する
よう説明したが、ネットワークカメラ１０２により撮影された動画に対する編集や分析を
する機能を備える情報処理装置（不図示）により処理してもよい。
【００７１】
　また、条件を満たしたシーンの前後所定の時間について、静止画として残しても良い。
例えば、条件を満たしたシーンの５秒前から５秒後までを１秒間隔で静止画の取得をする
処理を行っても良い。このように静止画として複数枚の画像を残すことで、トラブル等が
発生した場合に静止画によって前後関係を把握することができ、トラブル解決等に役立て
ることができる。
【００７２】
　ここで、ステップＳ５０２における静止画取得条件について、図９、図１０を用いて説
明する。
【００７３】
　図９は、会計時における金銭支払いの様子を表した図である。図９に示すように、ネッ
トワークカメラ１０２は、金銭が置かれる（通過する）領域（例えば金銭授受用のトレー
など）を撮影しているものとする。
【００７４】
　図１０は、静止画取得条件を説明するための図であり、図９における金銭が置かれる領
域を拡大した図である。
【００７５】
　静止画取得条件としては、例えば撮影された画像にお金が映っているかを条件とする。
この場合、予めお金の画像データを登録しておき、撮影された画像に映ったオブジェクト
と登録されたお金の画像データとの類似度を算出し、予め定められた類似度を満たせば当
該オブジェクトをお金であると判断し、静止画を撮影する。
【００７６】
　また、撮影された画像に映るオブジェクトの形により、判断することも可能である。例
えば、長方形の物体であるか否かにより判断すること紙幣であるかを判断することが可能
である。また、エッジ（辺）と角がある物体であるか否かといった条件により紙幣を判断
することも可能である。
【００７７】
　また、所定の方向に動く物体を検知したか否かにより、静止画を取得するか否かを決定
しても良い。例えば、図１０の例では、予め定められた検知ラインを所定の方向にオブジ
ェクトが通過したかにより判断する場合のイメージを表している。より具体的には、図１
０の図において、下から上（客側から店員側）に向かって、動体オブジェクト（例えば客
の手やお金など）が通過したか否かにより判断する。
【００７８】
　このように、予め定められた検知ラインをオブジェクトが通過したか否かにより、客に
よる支払い行為があったと検知することで、例えばクレジットカードによる支払いなども
検知することが可能となる。また、所定の方向にオブジェクトが通過したかを判断するこ
とで、店員の手が通過したのか、それとも客の手であるのか等を、判断することも可能と
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なる。すなわち、店員側から何かしらのオブジェクトが出てきたのか、それとも客側から
なのかを判断することが可能とあなる。
【００７９】
　次に図６を用いて、表示端末１０３とネットワークカメラ１０２による動画、静止画の
表示処理について説明する。
【００８０】
　なお、図６のフローチャートに示す処理のうち、ステップＳ６０１、Ｓ６０２、Ｓ６０
６、Ｓ６０７は、表示端末１０３のＣＰＵ２０１が所定の制御プログラムを読み出して実
行する処理であり、ステップＳ６０３～Ｓ６０５については、ネットワークカメラ１０２
が実行する処理である。
【００８１】
　ステップＳ６０１では、表示端末１０３のＣＰＵ２０１は、ステップＳ４０２で発行さ
れたレシートに記載された識別情報を取得する。例えばバーコードや二次元コードを読み
取ることで識別情報を取得する。
【００８２】
　ステップＳ６０２では、表示端末１０３のＣＰＵ２０１は、ステップＳ６０１で取得し
た識別情報を含む動画・静止画取得依頼をネットワークカメラ１０２に送信する。
【００８３】
　ステップＳ６０３では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ６０２で表示端末１
０３から送信された識別情報を含む取得依頼を受信する。
【００８４】
　ステップＳ６０４では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ６０３で受信した動
画・静止画取得依頼に含まれる識別情報に基づき、当該識別情報に対応付けて記憶された
動画・静止画を検索する。
【００８５】
　ステップＳ６０５では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ６０４で検索された
動画・静止画を表示端末１０３に対して送信する。
【００８６】
　ステップＳ６０６では、表示端末１０３のＣＰＵ２０１は、ステップＳ６０５でネット
ワークカメラ１０２から送信された動画・静止画を受信する。
【００８７】
　ステップＳ６０７では、表示端末１０３のＣＰＵ２０１は、ステップＳ６０６で受信し
た動画・静止画を表示部に表示する。そして本フローチャートに示す処理を終了する。
【００８８】
　なお、本実施形態においては、ネットワークカメラ１０２に動画や静止画のデータが記
憶されていることを前提に、ネットワークカメラ１０２から動画や静止画を取得して表示
端末で表示するよう説明した。上述の通り、動画や静止画データを外部装置に記憶してい
る場合は、ステップＳ６０３～Ｓ６０５の処理主体はネットワークカメラ１０２ではなく
、当該データを記憶している装置や、当該装置を操作可能な装置となる。
【００８９】
　図８は、表示端末１０３に動画および静止画を表示した様子を示す図である。
【００９０】
　図８では、表示端末１０３としていわゆるスマートフォンやタブレット端末を想定した
図である。表示端末１０３としては、図８のようにスマートフォンやタブレット端末でも
よいし、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）や、テレビであっても、動画や静止画が表示で
きる端末であればいずれであっても良い。
【００９１】
　また、図８では動画と静止画とを１画面に同時に表示しているが、別々に表示してもよ
い。すなわち、動画を再生する画面と静止画が表示される画面を別の画面とし、表示の切
り替えをすることで、動画と静止画とを確認できる構成であってもよい。
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【００９２】
　図８に示すように、動画再生領域８０１と静止画表示領域８０２とから構成される。
【００９３】
　動画再生領域８０１では、ネットワークカメラにより撮影され、図１２のデータテーブ
ルに記憶された動画が再生される。静止画表示領域８０２においては、静止画取得条件を
満たしたシーンとして取得された画像が表示される。なお、静止画表示領域８０２に示す
ように、複数枚の静止画を時系列で表示している。このように表示することで、例えばト
ラブルが発生した場合にもその前後関係を静止画により把握することが可能となる。
【００９４】
　また、コントロールバー８０３を備え、コントロールバー８０３を左右に操作すること
で、動画の再生位置を調整できる。
＜第２の実施形態＞
【００９５】
　第１の実施形態においては、すでにネットワークカメラ１０２により撮影され、保存さ
れた動画データについて、ファイル作成や静止画取得をする処理について説明した。
【００９６】
　第２の実施形態においては、レジ端末１０１における処理に応答してネットワークカメ
ラ１０２が動画撮影やデータ保存処理を行う構成について説明する。
【００９７】
　図７は、第２の実施形態におけるネットワークカメラ１０２が実行する処理を示すフロ
ーチャートである。
【００９８】
　図７に示す処理のうち、ステップＳ７０１～Ｓ７０３は、レジ端末１０１のＣＰＵ２０
１が所定の制御プログラムを読み出して実行する処理であり、ステップＳ７０４～Ｓ７１
１は、ネットワークカメラ１０２のコントローラ３１０が所定の制御プログラムを読み出
して実行する処理である。
【００９９】
　まず、レジ端末１０１における処理の流れについて説明する。
【０１００】
　ステップＳ７０１では、レジ端末１０１は、会計処理を行う。会計処理は、商品に付さ
れたバーコード等を読み取り、商品の会計を行う一連の処理を指す。
【０１０１】
　ステップＳ７０２では、レジ端末１０１は、ステップＳ７０１における会計処理のレシ
ートを発行する。
【０１０２】
　ステップＳ７０３では、レジ端末１０１は、ステップＳ７０１における会計処理を識別
するための情報をネットワークカメラ１０２に送信する。
　そして、本フローチャートの処理を終了する。
　次に、ネットワークカメラ１０２における処理を説明する。
【０１０３】
　ステップＳ７０４では、レジ端末１０１における会計処理が開始されたか否かを判定す
る。
【０１０４】
　レジ端末１０１における会計処理の開始を検知した場合（ステップＳ７０４：ＹＥＳ）
は、処理をステップＳ７０５に移行する。
【０１０５】
　ステップＳ７０５では、ネットワークカメラ１０２は、動画の撮影を開始する。
【０１０６】
　ステップＳ７０６では、ネットワークカメラ１０２は、撮影中の画像内において、所定
の静止画取得条件を満たす事象が発生したか否かを判定する。静止画取得条件の具体例に
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ついては、第１の実施形態におけるステップＳ５０２と同様であるため、ここでの説明は
省略する。
【０１０７】
　静止画取得条件を満たす事象が発生した場合（ステップＳ７０６：ＹＥＳ）は、処理を
ステップＳ７０７に移行する。
【０１０８】
　静止画取得条件を満たす事象が発生していない場合（ステップＳ７０６：ＮＯ）は、処
理をステップＳ７０８に移行する。
【０１０９】
　ステップＳ７０７では、ネットワークカメラ１０２は、ステップＳ７０６で条件を満た
すと判定された事象の静止画を撮影する。ステップＳ７０７の静止画取得についても、ス
テップＳ５０３と同様に、前後所定の範囲で複数枚の静止画を取得してもよい。
【０１１０】
　ステップＳ７０８では、ネットワークカメラ１０２は、レジ端末１０１でレシート発行
処理がなされたかを判定する。
【０１１１】
　レジ端末１０１によるレシート発行を検知した場合（ステップＳ７０８：ＹＥＳ）は、
処理をステップＳ７０９に移行する。
【０１１２】
　レジ端末１０１によるレシート発行を検知していない場合（ステップＳ７０８：ＮＯ）
は、処理をステップＳ７０６に移行する。
【０１１３】
　ステップＳ７０９では、ネットワークカメラ１０２は、動画撮影処理を終了する。
【０１１４】
　すなわち、レジ端末１０１によるレシート発行が行われるまで、動画撮影を継続し、動
画撮影中に静止画取得条件を満たす事象が発生した場合には、当該事象を静止画として撮
影する処理を行う。そして、レジ端末１０１によるレシート発行を検知すると、動画撮影
を終了する。
【０１１５】
　ステップＳ７１０では、ネットワークカメラ１０２は、レジ端末１０１から送信された
会計処理を識別するための情報を取得する。
【０１１６】
　ステップＳ７１１では、ネットワークカメラ１０２は、ネットワークカメラ１０２の記
憶領域または外部装置の記憶領域に、撮影された動画データおよびステップＳ７０７で撮
影された静止画像を、ステップＳ７１０で取得した識別情報と対応付けて記憶する。対応
付けて記憶したデータの一例を図１２に示す。
【０１１７】
　なお、本実施形態においては、ステップＳ７０４において会計処理が開始されたかを判
定しているが、会計処理の終了（最後の商品の会計処理を行ったこと）を判定し、動画撮
影を開始（ステップＳ７０５）しても良い。
【０１１８】
　動画再生処理については、第２の実施形態においても、図６のフローチャートで示す処
理、図８の表示画面と同様であるため、説明は省略する。
　以上が本発明の第２の実施形態における処理内容である。
【０１１９】
　図１１は、レジ端末１０１において発生したイベントとイベント発生日時とが対応付け
られたデータである。
【０１２０】
　ステップＳ４０１、Ｓ４０２、Ｓ７０１、Ｓ７０２等において発生したイベントと発生
日時が対応付けて登録される。例えば、図１１に示す例では、会計処理が開始された時刻
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（前回のレシート発行後、最初の会計処理）と、会計処理の終了時刻（最後の商品の会計
処理（レシート発行直前の会計処理））と、レシート発行の時刻とが登録されている。
【０１２１】
　ステップＳ４０３では、図１１に示すイベントとイベント発生日時のデータおよび識別
情報がレジ端末１０１からネットワークカメラ１０２に対して送信される。
【０１２２】
　図１２は、ネットワークカメラ１０２により撮影された動画ファイルと静止画ファイル
が識別情報と対応付けて登録されたデータテーブルの一例である。
【０１２３】
　例えば、図１１における会計処理（２０１４年６月２５日１０時１５分に開始され、同
日１０時１７分３０秒にレシート発行された処理）を示す識別情報が「０００１」である
場合、当該処理にかかる動画および静止画は、「０００１．ｍｐ４」と「０００１．ｊｐ
ｇ」となる。
【０１２４】
　すなわち、会計処理の開始からレシート発行までの動画を保存する構成の場合、動画フ
ァイル「０００１．ｍｐ４」は、２０１４年６月２５日１０時１５分００秒から同日１０
時１７分３０秒までの２分３０秒間の動画のデータとなる。
【０１２５】
　また、「０００１．ｊｐｇ」は、当該動画データにおける静止画取得条件を満たしたシ
ーンの静止画のデータである。
【０１２６】
　以上のように、レジ端末によるレシート発行のタイミングに基づき、ネットワークカメ
ラ１０２で撮影された動画を区切り、動画データを作成し、当該動画データとレジ端末に
よる会計処理をと対応付けて記憶することで、いずれの動画がどの会計処理の動画である
かを検索しやすくすることが可能となる。すなわち、レシート発行は、会計処理が終了し
、支払いも行われたあとに行われる処理であるため、このタイミングで区切ることで、一
連の会計処理を１つの動画として記憶することが可能となる。
【０１２７】
　また、レジ端末による会計処理が開始されたタイミングまたは終了したタイミングから
レシート発行までを１つの動画ファイルとして記憶することで、無駄な動画を記憶するこ
とがなくなり、容量削減をすることが可能となる。
【０１２８】
　例えば、図１１の例においては、６月２５日１０時２２分４０秒にレシートが発行され
、次の会計処理の開始が１０時５０分２０秒となっている。この場合、１０時２２分４０
秒から１０時５０分２０秒までの間は、何も処理が行われなかった時間であり、この時間
の動画を残しておいても意味のないものである。そこで、本発明の処理を実行することで
、この無駄な時間帯の動画を残さず、必要な時間帯の動画だけを残すことが可能となり、
容量削減に貢献できる。
【０１２９】
　また、撮影された動画のうち、所定の条件を満たしたシーンを静止画として取得するこ
とで、トラブル等が発生した場合に静止画によって前後関係を把握することができ、トラ
ブル解決等に役立てることができる。この際、所定の条件を満たしたシーンの前後のシー
ンについても静止画として残すことで、一連の流れを静止画で把握することが可能となり
、トラブル解決等により役立てることが可能となる。
【０１３０】
　また、レジ端末から発行されるレシートに識別情報を印刷し、当該識別情報と動画・静
止画とを対応付けて記憶することで、レシートに記載された識別情報に基づき、当該レシ
ートに係る会計処理の動画や静止画を効率的に検索することが可能となる。
【０１３１】
　なお、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
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【０１３２】
　また、本発明におけるプログラムは、図４～図７の処理をコンピュータに実行させるプ
ログラムである。なお、本発明におけるプログラムは、図４～図７の各処理ごとのプログ
ラムであってもよい。
【０１３３】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するプログラムを記録した記録媒体を、
システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムを読み出し、実行することによっても本
発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０１３４】
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラムを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１３５】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、シリコンディスク等を用
いることが出来る。
【０１３６】
　また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働
しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもな
い。
【０１３７】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１３８】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、ひとつの機器から
成る装置に適用しても良い。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給
することによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発
明を達成するためのプログラムを格納した記録媒体を該システムあるいは装置に読み出す
ことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる
。
【０１３９】
　さらに、本発明を達成するためのプログラムをネットワーク上のサーバ、データベース
等から通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、そのシステムある
いは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。なお、上述した各実施形態およ
びその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれるものである。
【符号の説明】
【０１４０】
１０１　レジ端末
１０２　ネットワークカメラ
１０３　表示端末
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